
◎総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改

正する等の法律 
（平成一七年七月二九日法律第八九号）   

一、提案理由（平成一七年五月一七日・衆議院国土交通委員会） 

○北側国務大臣 ただいま議題となりました総合的な国土の形成を図るための国土総合

開発法等の一部を改正する等の法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国が人口減少時代を迎えつつある今日、国民の不安感や不透明感が拡大する中で、

国土及び国民生活の将来の姿を示すことが極めて重要であります。現在及び将来の国民

に安心かつ豊かな生活を確保するためには、その特性に応じて自立的に発展する地域社

会、国際競争力を備えた活力ある経済社会、地球環境の保全にも寄与する豊かな環境等

の基盤となる国土を実現することが求められます。 

 しかし、我が国の国土政策の根幹を定める国土総合開発計画の根拠法である国土総合

開発法にあっては、それが制定された昭和二十五年当時の社会経済情勢を背景に、開発

を基調とした量的拡大を志向したものとなっております。このため、地方分権や国内外

の連携に的確に対応しつつ、国土の質的向上を図り、国民生活の安全、安心、安定の実

現を目指す成熟社会にふさわしい国土のビジョンを提示する上で、計画制度を抜本的に

見直すことが急務となっております。 

 この法律案は、このような必要性を踏まえて提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、国土総合開発法について、法律の題名を国土形成計画法に、計画の名称を国

土形成計画に改めることとしております。また、国土形成計画を、国土の利用、整備及

び保全に関する施策の指針となる全国計画と、ブロック単位の地方ごとに国及び都府県

等が適切な役割分担のもとで連携協力して地域の将来像を定める広域地方計画から成る

ものとしております。 

 第二に、海域の利用及び保全、環境の保全及び良好な景観の形成に関することを加え

るなど計画事項を改めるとともに、地方公共団体による計画提案制度を創設することと

しております。また、全国計画につきましては、国土利用計画法に基づく国土利用計画

全国計画と一体のものとして定めるものとしております。 

 第三に、広域地方計画制度の創設に伴い、各大都市圏の整備に関する計画を整理する

とともに、各地方の開発促進法を廃止することとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一七年六月一四日）   

○橘康太郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 まず、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律

案について申し上げます。 

 本案は、社会経済情勢の変化に適切に対応し、総合的な国土の形成を図るため、 

 国土総合開発計画の計画事項を拡充し、その名称を国土形成計画に改めること、 

 国土形成計画は、国の定める全国計画と国土交通大臣の定める広域地方計画とするこ

と、 

 国土形成計画に係る地方公共団体からの提案制度を設けること 

などの措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る五月十七日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託され、同日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。翌十八日

質疑に入り、二十日参考人からの意見聴取を行い、六月十日質疑を終了いたしました。

質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案は賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと議決した次第であります。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一七年七月二二日）   

○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、社会経済情勢の変化に適切に対応し、総合的な国土の形成を図るため、

国土総合開発計画の計画事項を拡充し、その名称を国土形成計画とするとともに、都府

県総合開発計画の廃止及び広域地方計画の創設、国土利用計画、首都圏整備計画その他

の関係する計画制度との所要の調整等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、東京一極集中からの転

換と地域間格差の是正、人口減少期と国土政策の将来像、国土形成計画の国会承認の必

要性、国土計画における環境対策、国土形成における国の役割と責務、国土利用に係る

法制度の体系化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願

います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より、本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。  


